
千葉市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号。以下「法」と

いう。）第６条第１項及び第２項に定める配偶者のない女子又は配偶者のない男子で現に児童を

扶養している者（以下「母子家庭の母等」という。）の主体的な能力開発の取組みを支援するた

め、教育訓練講座を受講する母子家庭の母等に対し、自立支援教育訓練給付金（以下「訓練給付

金」という。）を支給し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。 

（支給対象者） 

第２条 訓練給付金の支給対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母等であって、次の受給要件

の全てを満たす者とする。 

（１）児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。（ただし、児童扶養手当

法施行令（昭和３６年政令第４０５号）第６条の７の規定は適用しない。） 

（２）支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断

して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであ

ること。 

（３）原則として過去に訓練給付金を受給していないこと。 

（対象講座） 

第３条 訓練給付金の支給対象講座は、次の講座とする。 

（１）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第 

３号）の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「一般教育訓練給付金」という。） 

の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座 

（２）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第 

３号）の規定による特定一般教育に係る教育訓練給付金（以下「特定一般教育訓練給付金」と 

いう）の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座（専門資 

格の取得を目的とする講座に限る。） 

（３）雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び雇用保険法施行規則（昭和５０年労働省令第 

３号）の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金（以下「専門実践教育訓練給付金」 

という）の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座（専門 

資格の取得を目的とする講座に限る。） 

（支給額等） 

第４条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

（１）受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受ける

ことができない受給資格者（第３条第１号及び第２号の講座を受講する者） 

当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用（入学料及び授業料に限る。）の額 

に１００分の６０を乗じて得た額（その額が２０万円を超えるときは２０万円とし、１万２千 

円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。） 

（２）受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 

（第３条第３号の講座を受講する者） 

当該受給資格者が対象講座の受講のために支払った費用（入学料及び授業料に限る。）の額 



に１００分の６０を乗じて得た額（その額が修学年数に４０万円を乗じて得た額を超えるとき 

は、修学年数に４０万円を乗じて得た額（この場合１６０万円を超えるときは、１６０万円）

とし、その額が１万２千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。） 

（３）受講開始日現在において第４条第１号及び第２号以外の受給資格者 

   前各号に定める額から雇用保険法第６０条の２第４項の規定により当該受給資格者が支給

を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付

金（以下「教育訓練給付金」という。）の額を差し引いた額（その額が１万２千円を超えない

場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。） 

（事前相談の実施） 

第５条 訓練給付金の支給に際しては、保健福祉センターにおいて、受講を希望する母子家庭の母

等に対し事前相談を実施する。 

２ 事前相談においては、当該母子家庭の母等の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、職業経験、

技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練講座を受講することにより、自立が効率的に図

られると認められるかどうか確認するものとする。 

（対象講座の指定申請） 

第６条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について、自立支

援教育訓練給付金対象講座指定申請書（様式第１号。以下「対象講座指定申請書」という。）を

受講開始日以前に市長に提出し、あらかじめ対象講座の指定を受けなければならない。 

２ 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によっ

て確認できる場合は、これを省略することができる。 

（１）当該申請者及びその児童の戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書又は戸籍の謄本、

戸籍の抄本 

（２）世帯全員の住民票の写し 

（３）当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただ

し、８月から１０月までの間に申請する場合を除く。）又は当該申請者の前年（１月から７月

までの間に申請する場合には、前々年）の所得の額等についての市町村長の証明書 

（４）当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者（児童扶養手当法施行令（昭和３

６年政令第４０５号）第４条第２項第３号に規定する所得割の納税義務者に該当する者をいう。

以下同じ。）であるときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の

前年の所得の額（１月から７月までの間に申請する場合には、前々年の額とする。）を証明す

る書類等、当該事実を明らかにする書類 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（対象講座の指定） 

第７条 市長は、前条の申請があった場合は、支給要件の審査を行い、速やかに指定の可否を検討

し、指定する場合は、自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書（様式第２号）により、また

指定しない場合は、自立支援教育訓練給付金対象講座不指定通知書（様式第３号）により、当該

申請者に通知するものとする。 

（訓練給付金の支給申請） 

第８条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象講座の受講を修了した後に、市長に対して、

自立支援教育訓練給付金支給申請書（様式第４号。以下「支給申請書」という。）を提出しなけ

ればならない。 



２ 支給申請書の提出は、受講終了日から起算して３０日以内に行わなければならない。 

なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践

教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して３０日以内に行わなければならない。 

ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。 

３ 支給申請書の提出に際しては、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、公簿等に

よって確認できる場合は、これを省略することができる。 

（１）当該申請者及びその児童の戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明書又は戸籍の謄本、

戸籍の抄本 

（２）世帯全員の住民票の写し 

（３）当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し（当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただ

し、８月から１０月までの間に申請する場合を除く。）又は当該申請者の前年（１月から７月

までの間に申請する場合には、前々年）の所得の額等についての市町村長の証明書 

（４）当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者であるときは、当該申請者の子の

戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の前年の所得の額（１月から７月までの間に申請

する場合には、前々年の額とする。）を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類 

（４）自立支援教育訓練給付金対象講座指定通知書 

（５）教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定

する教育訓練修了証明書の写し 

（６）教育訓練施設の長が、当該申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書の写          

し 

（７）教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不

支給決定通知書」 

（訓練給付金支給の決定） 

第９条 市長は、前条の申請があった場合は、支給要件の審査を行い、支給の決定をする場合は、

自立支援教育訓練給付金支給決定通知書（様式第５号）により、また支給の決定をしない場合は、

自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書（様式第６号）により、当該申請者に通知するものと

する。 

２ 前項により支給決定を受けた当該申請者は、自立支援教育訓練給付金請求書（様式第７号）を

市長に提出するものとする。 

（訓練給付金の返還） 

第１０条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給

額に相当する金額の全部を返還させることができる。 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成１７年５月１５日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 



１ この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の第４条の規定は、施行日以後に指定講座の受講を開始した支給対象者について適用

し、施行日以前に指定講座の受講を開始した支給対象者については、なお従前の例による。 

３ この要綱施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱に

よる改正後の様式によるものとみなす。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱に

よる改正後の様式によるものとみなす。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱に

よる改正後の様式によるものとみなす。 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱に

よる改正後の様式によるものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成２９年 ７月２７日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 

２ この要綱施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱に

よる改正後の様式によるものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成３０年 ４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和元年 ５月１７日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要綱によ

る改正後の様式によるものとみなす。 

３ 改正後第４条の規定は、平成３１年４月１日以降に修了した教育訓練に係る訓練給付金につい

て適用し、平成３１年４月１日より前に修了した教育訓練に係る訓練給付金については、なお従

前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年２月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該申請者が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし

適用者（平成２９年所得から令和元年所得において地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

３条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生



死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であっ

て、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割（同項第２号

に規定する所得割をいう。）の納税義務者（同項第１３号に規定する合計所得金額が１２５万円

を超える者に限る。）及び同項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしてい

ない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父と

なった男子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得

割の納税義務者であり、同法第３４条第 1項第８号に規定する控除を受ける者をいう。）である

ときは、当該申請者の子の戸籍謄本及び当該申請者と生計を一にする子の所得の額を証明する書

類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。 

 

 


